
 
 

 
 

 
 

多
摩
美
術
大
学
大
学
院
学
則                                                 

 

  
 

 
 

 
 

 

第 

一 

章 

総 

則 

（
目
的
） 

第 

一 

条 
多
摩
美
術
大
学
学
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
多
摩
美
術
大
学
大
学
院
（
以
下
「
本
学
大
学
院
」

と
い
う
。
）
学
則
を
定
め
る
。 

第 

二 

条 

本
学
大
学
院
に
美
術
研
究
科
博
士
課
程
を
置
く
。 

第 

三 

条 

本
学
大
学
院
は
、
造
形
芸
術
全
般
に
つ
い
て
高
度
な
学
理
技
能
及
び
応
用
を
教
授
研
究
し
、
そ
の
深
奥 

 
 

 
 

 

を
究
め
て
、
文
化
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
自
己
点
検
・
評
価
） 

第
三
条
の
二 

本
大
学
は
、
そ
の
教
育
・
創
作
・
研
究
水
準
の
向
上
を
図
り
、
本
学
の
目
的
及
び
文
化
的
社
会
的 

 
 

 
 

 
 

使
命
を
達
成
す
る
た
め
、
教
育
・
創
作
・
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
自
ら
点
検
及
び
評
価
を
行
い
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
改
善
・
充
実
に
努
め
る
。 

 
 

 
 

２ 

前
項
の
自
己
点
検
及
び
評
価
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。 

  
 

 
 

 
 

  

第 

二 

章 

組 

織 

（
教
育
組
織
） 

第 

四 

条 

（
削 

除
） 

第 

五 

条 

本
学
大
学
院
の
研
究
科
に
次
の
専
攻
及
び
課
程
を
置
く
。 

 
 

 
 

 
 

 

博
士
前
期
課
程
（
修
士
課
程
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

絵
画
専
攻 

 
 

 
 

 
 

 
 

彫
刻
専
攻 

                

工
芸
専
攻 

 
 

 
 

 
 

 
 

デ
ザ
イ
ン
専
攻 



 
 

 
 

 
 

 
 

芸
術
学
専
攻 

 
 

 
 

 
 

 
 

演
劇
舞
踊
専
攻 

 
 

 
 

 
 

 

博
士
後
期
課
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

美
術
専
攻 

 
 

 
 

 
 

博
士
前
期
課
程
は
修
士
課
程
と
し
て
取
り
扱
う
。 

第
五
条
の
二 

修
士
課
程
は
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
清
深
な
学
識
と
技
術
を
授
け
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
研
究
能
力 

 
 

 
 

 
 

又
は
高
度
の
専
門
性
を
要
す
る
職
業
等
に
必
要
な
高
度
の
能
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

 
 

 
 

２ 

博
士
後
期
課
程
は
、
専
攻
分
野
に
つ
い
て
、
研
究
者
と
し
て
自
立
し
て
研
究
活
動
を
行
う
に
必
要
な 

 
 

 
 

 
 

高
度
の
研
究
能
力
及
び
そ
の
基
礎
と
な
る
豊
か
な
学
識
、
さ
ら
に
は
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
研
究
指
導
能

力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 

第 

三 

章 

学
生
定
員 

（
学
生
定
員
） 

第 

六 

条 

本
学
大
学
院
の
学
生
定
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

       

美
術
研
究
科 

研
究
科
名 

博
士
前
期
課
程
（
修
士
課
程
） 

計 

絵
画 

彫
刻 

工
芸 

デ
ザ
イ
ン 

芸
術
学 

演
劇
舞
踊 

専 

攻 

一
三
七 

四
三 

一
〇 九 

六
二 五 八 

入
学
定
員 

二
七
四 

八
六 

二
〇 

一
八 

一
二
四 

一
〇 

十
六 

収
容
定
員 

計 

美
術 

専 

攻 

博
士
後
期
課
程 

五 五 

入
学
定
員 

一
五 

一
五 

収
容
定
員 



第 

四 

章 

授
業
科
目
・
単
位
及
び
履
修
方
法 

（
授
業
科
目
及
び
単
位
） 

第 

七 
条 

美
術
研
究
科
の
専
攻
別
授
業
科
目
及
び
単
位
に
つ
い
て
は
別
表

Ⅰ
に
定
め
る
。 

第
七
条
の
二 

（
削 

除
） 

第 

八 

条 
修
士
課
程
の
修
業
年
限
は
二
年
と
し
、
所
定
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
三
〇
単
位
以
上
を
修
得
し
、
学
位
論 

 
 

 
 

 
文
（
修
士
論
文
）
の
審
査
並
び
に
最
終
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
八
条
の
二 

博
士
後
期
課
程
の
修
業
年
限
は
三
年
と
し
、
所
定
の
授
業
科
目
に
つ
い
て
一
八
単
位
以
上
修
得
し
、 

 
 

 
 

 

か
つ
学
位
論
文
（
博
士
論
文
）
の
審
査
並
び
に
最
終
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

２ 

履
修
科
目
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
担
当
教
授
の
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
他
大
学
等
の
単
位
認
定
） 

第
八
条
の
三 

本
学
大
学
院
に
入
学
す
る
前
に
他
の
大
学
院
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
に
つ
い
て
、
大
学
院
委
員
会
の
審

議
を
経
て
一
〇
単
位
を
超
え
な
い
範
囲
で
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

第
八
条
の
四 

学
生
が
在
籍
中
に
本
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
内
外
の
他
の
大
学
院
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
に 

 
 

 
 

 

つ
い
て
大
学
院
委
員
会
の
審
議
を
経
て
第
八
条
の
三
に
よ
り
認
定
し
た
単
位
と
合
わ
せ
て
一
〇
単
位
を

超
え
な
い
範
囲
で
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。                        

 

 
 

 
 

 
 

 
 

第 

五 

章 

課
程
修
了
の
認
定 

（
修
了
認
定
） 

第 

九 

条 

修
士
課
程
及
び
博
士
後
期
課
程
修
了
の
認
定
は
、
所
定
の
単
位
を
修
得
し
、
か
つ
学
位
論
文
を
提
出
し
た

者
に
つ
き
、
学
位
論
文
を
中
心
と
し
て
筆
記
又
は
口
述
に
よ
り
最
終
試
験
を
行
な
い
こ
れ
に
合
格
し
た
も

の
と
す
る
。 

第 

十 

条 

授
業
科
目
学
習
修
了
認
定
は
、
筆
記
又
は
口
述
試
験
若
し
く
は
研
究
報
告
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 
 

２ 

認
定
の
時
期
は
、
毎
学
期
又
は
毎
学
年
末
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

 



第 
十
一 

条 

授
業
科
目
の
成
績
は
評
価
に
よ
り
Ｓ
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
の
五
種
と
し
、
Ｓ
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
を
合
格
、
Ｄ

を
不
合
格
と
す
る
。 

第
十
一
条
の
二 

修
士
課
程
の
第
一
学
年
に
お
い
て
、
専
攻
専
門
科
目
（
必
修
）
が
不
合
格
で
あ
っ
た
者
は
、
原
級
に
留

め
お
く
も
の
と
す
る
。 

 

第 

十
二 

条 
修
士
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
つ
い
て 

は
、
そ
の
専
攻
の
教
員
及
び
関
連
科
目
担
当
の
教
員
の
中

か
ら
二
名
以
上
を
審
査
員
と
し
て
審
査
さ
せ
、
そ
の
成
績
の
報
告
に
基
づ
い
て
合
格
・
不
合
格
を
大
学
院

委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
学
長
が
決
す
る
。 

２ 

博
士
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
つ
い
て
は
、
そ
の
専
攻
の
教
授
及
び
関
連
科
目
担
当
の
教
授
の
中
か

ら
三
名
以
上
を
審
査
員
と
し
て
審
査
さ
せ
、
そ
の
成
績
の
報
告
に
基
づ
い
て
合
格
・
不
合
格
を
大
学
院
委

員
会
の
審
議
を
経
て
、
学
長
が
決
す
る
。 

第
十
二
条
の
二 

第
八
条
又
は
第
八
条
の
二
で
定
め
る
修
了
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
は
、
第
二
十
三
条

で
定
め
る
在
学
年
限
を
限
り
に
、
在
学
延
長
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 

十
三 

条 

学
位
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
関
す
る
事
項
は
別
に
定
め
る
。 

                                            
 

              

第 

六 

章 

学 

位 

（
学
位
） 

第 

十
四 

条 

修
士
課
程
に
お
い
て
、
所
定
の
単
位
を
修
得
し
、
学
位
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
合
格
し
た 

 
 

 
 

 
 

者
に
対
し
て
は
、
修
士
（
芸
術
）
の
学
位
を
授
与
す
る
。 

 
 

 
 

２ 

博
士
後
期
課
程
に
お
い
て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
、
学
位
論
文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
合
格
し 

 
 

 
 

 
 

た
者
に
対
し
て
は
、
博
士
（
芸
術
）
の
学
位
を
授
与
す
る
。 

 
 

 
 

３ 

前
項
の
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
博
士
の
学
位
は
、
博
士
論
文
の
審
査
に
合
格
し
、
か
つ
本
学
大
学
院 

 
 

 
 

 
 

の
博
士
後
期
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
者
に
つ
い
て
も

前
項
の
博
士
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

４ 

学
位
に
関
す
る
規
程
は
別
に
定
め
る
。 



第 
十
五 

条 

学
位
記
の
様
式
は
、
別
表
の
通
り
と
す
る
。 

（
免
許
状
等
） 

第
十
五
条
の
二 

高
等
学
校
及
び
中
学
校
の
教
員
免
許
状
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
職
員
免
許
法
及
び
同
法
施

行
規
則
に
規
定
す
る
科
目
及
び
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 

２ 
本
学
大
学
院
に
お
い
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
員
免
許
状
の
種
類
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

                                                                      
 

 

第
十
五
条
の
三 

博
物
館
学
芸
員
課
程
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
博
物
館
法
及
び
同
法
施
行
規
則
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
部
に
お
い
て
開
設
す
る
博
物
館
に
関
す
る
科
目
及
び
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第 

七 

章 

入
学
・
休
学
及
び
退
学 

（
入
学
資
格
及
び
許
可
） 

第 

十
六 

条 

入
学
の
時
期
は
毎
年
四
月
と
す
る
。                

 

第 

十
七 

条 

修
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

美
術
研
究
科 

研
究
科
・
専
攻 

絵
画
専
攻 

彫
刻
専
攻 

工
芸
専
攻 

デ
ザ
イ
ン
専
攻 

芸
術
学
専
攻 

美
術 

高
等
学
校
教
諭 

専
修
免
許
状 

美
術 

中
学
校
教
諭 

専
修
免
許
状 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

一 

大
学
を
卒
業
し
た
者 

 
 

 
 

 
 

二 

学
校
教
育
法
第
百
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者 

 
 

 
 

 
 

三 

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
法
に
お
け
る
十
六
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者 

 
 

 
 

 
 

四 

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者 

 
 

 
 

 
 

五 

大
学
院
に
お
い
て
、
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の

学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
、
二
十
二
歳
に
達
し
た
者 

 
 

 
 

 
 

六 

そ
の
他
本
学
大
学
院
に
お
い
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
た
者 

 
 

 
 

２ 

博
士
後
期
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

修
士
の
学
位
を
有
す
る
者 

二 

外
国
に
お
い
て
修
士
の
学
位
に
相
当
す
る
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者 

三 

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者 

四 

大
学
院
に
お
い
て
、
個
別
の
入
学
審
査
に
よ
り
、
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の

学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
、
二
十
四
歳
に
達
し
た
者 

五 

そ
の
他
本
学
大
学
院
に
お
い
て
、
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者
と
、
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
た
者 

 
 

 
 

３ 

入
学
試
験
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。 

（
入
学
手
続
） 

第 

十
八 

条 

大
学
院
の
入
学
志
願
者
は
、
指
定
の
期
日
ま
で
に
入
学
願
書
・
志
望
理
由
書
・
そ
の
他
本
学
の
定
め
る
書

類
に
入
学
検
定
料
を
添
え
て
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第 

十
九 

条 

（
削 

除
） 

第 

二
十 

条 

入
学
試
験
に
合
格
し
た
者
の
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
、
学
則
第
十
一
条
に
定
め
る
。 

第
二
十
一
条 

（
削 

除
） 

第
二
十
二
条 

保
証
人
に
つ
い
て
は
、
学
則
第
十
二
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
定
め
る
。 



（
在
学
年
限
、
休
学
及
び
復
学
） 

第
二
十
三
条 

在
学
年
限
は
修
士
課
程
に
あ
っ
て
は
五
年
、
博
士
後
期
課
程
に
あ
っ
て
は
六
年
と
す
る
。 

第
二
十
四
条 

休
学
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
学
則
第
十
九
条
に
定
め
る
。 

第
二
十
五
条 

特
別
の
必
要
の
あ
る
休
学
に
つ
い
て
は
、
学
則
第
二
十
二
条
に
定
め
る
。 

第
二
十
六
条 
復
学
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
学
則
第
二
十
一
条
に
定
め
る
。 

第
二
十
七
条 

休
学
は
、
学
期
を
単
位
と
し
、
一
年
以
上
に
わ
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る

と
き
に
は
、
学
長
の
許
可
を
得
て
更
に
引
き
続
い
て
一
年
間
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
一
度
の

休
学
は
、
年
度
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

休
学
の
期
間
は
、
通
計
二
年
度
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

休
学
期
間
は
、
在
学
年
限
に
算
入
し
な
い
。 

 
 

 
 

２ 

学
則
第
二
十
条
第
二
項
で
定
め
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
二
十
八
条 

（
削 

除
） 

第
二
十
九
条 

退
学
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
学
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
。 

第 

三
十 

条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
大
学
院
委
員
会
の
審
議
を
経
て
学
長
が
学
籍
か
ら
除
く
。 

 
 

 
 

 
 

一 

第
二
十
三
条
で
定
め
る
在
学
年
限
を
満
了
し
た
者 

 
 

 
 

 
 

二 

第
二
十
七
条
第
一
項
で
定
め
る
休
学
期
間
を
経
過
し
た
者 

 
 

 
 

 
 

三 

休
学
期
間
満
了
月
ま
で
に
復
学
又
は
休
学
延
長
の
願
出
が
な
い
者 

 
 

 
 

 
 

四 

二
回
連
続
し
て
、
第
十
一
条
の
二
で
定
め
る
原
級
留
置
と
な
っ
た
者
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
だ
し
、
休
学
に
よ
り
原
級
留
置
と
な
っ
た
者
は
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

五 

授
業
料
を
滞
納
し
、
督
促
を
受
け
て
も
納
入
し
な
い
者 

 
 

 
 

 
 

六 

死
亡
又
は
行
方
不
明
の
者 

第
三
十
条
の
二 

学
生
の
出
校
停
止
に
つ
い
て
は
、
学
則
第
二
十
三
条
の
二
に
定
め
る
。 

  



              

第 

八 

章 

検
定
料
・
入
学
金
・
授
業
料
等 

（
授
業
料
等
） 

第
三
十
一
条 

検
定
料
・
入
学
金
・
授
業
料
等
は
別
表

Ⅱ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
大
学
院
博
士
前
期
課
程
（
修
士
）

に
お
い
て
、
在
学
延
長
を
行
い
、
修
了
要
件
を
充
足
す
る
た
め
に
少
数
単
位
を
履
修
す
る
者
の
授
業
料
等

に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。 

第
三
十
二
条 

（
削 

除
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第 
九 

章 

教
育
組
織 

（
教
育
組
織
） 

第
三
十
三
条 

本
学
大
学
院
に
お
け
る
授
業
及
び
指
導
は
、
本
大
学
の
教
授
が
担
当
す
る
。
た
だ
し
、
准
教
授
又
は
講
師

を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

第 

十 

章 

大
学
院
委
員
会 

（
会
議
） 

第
三
十
四
条 

大
学
院
委
員
会
は
、
研
究
科
の
授
業
を
担
当
す
る
教
授
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

２ 

必
要
が
あ
る
場
合
は
、
前
項
以
外
の
教
員
を
臨
時
に
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

大
学
院
委
員
会
に
関
す
る
規
則
は
別
に
定
め
る
。 

第
三
十
五
条 

大
学
院
委
員
会
は
、
学
長
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
決
定
を
行
う
に
あ
た
り
意
見
を
述
べ
る
も
の
と

す
る
。 

一 

学
生
の
入
学
、
修
了
に
関
す
る
事
項 

二 

学
位
の
授
与
に
関
す
る
事
項 

三 

教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
事
項 



四 

教
員
の
教
育
研
究
業
績
の
審
査
に
関
す
る
事
項 

五 

大
学
院
学
則
に
よ
っ
て
そ
の
審
議
を
大
学
院
委
員
会
に
よ
る
べ
き
教
育
研
究
に
関
す
る
重
要
な
事

項 
２ 
大
学
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
学
長
に
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
学
生
の
休
学
、
退
学
、
転
学
に
関
す
る
事
項 

二 

学
生
の
試
験
及
び
課
程
修
了
の
認
定
に
関
す
る
事
項 

三 

学
生
定
員
に
関
す
る
事
項 

四 

学
生
の
賞
罰
に
関
す
る
事
項 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
を
大
学
院
委
員
会
に
よ
る
べ
き
教
育
研
究
に
関
す
る
事
項 

 

３ 

そ
の
他
学
長
及
び
理
事
会
の
諮
問
事
項 

  
 

 
 

 
 

 

第 

十
一 

章 

賞
罰 

（
表
彰
及
び
懲
戒
） 

第
三
十
六
条 

学
業
に
精
励
し
、
成
績
優
秀
品
行
方
正
な
学
生
は
適
当
な
方
法
で
こ
れ
を
表
彰
す
る
。 

第
三
十
七
条 

学
長
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
学
生
を
懲
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

一 

性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者 

 
 

 
 

 
 

 

二 

正
当
の
理
由
が
な
く
て
出
席
が
常
で
な
い
者 

 
 

 
 

 
 

 

三 

本
学
の
秩
序
を
乱
し
そ
の
他
学
生
と
し
て
本
分
に
反
し
た
者 

 
 

 
 

２ 

懲
戒
は
、
退
学
、
停
学
及
び
訓
告
と
し
大
学
院
委
員
会
の
審
議
を
経
て
学
長
が
行
う
。 

 



 
 

 
 

 
 

 

第 

十
二 

章 

研
究
生
、
科
目
等
履
修
生
、
外
国
人
留
学
生 

（
科
目
等
履
修
生
等
） 

第
三
十
八
条 

本
学
大
学
院
に
お
い
て
、
特
別
の
専
門
分
野
に
お
い
て
研
究
を
願
い
出
る
者
が
あ
る
と
き
は
研
究
生 

 
 

 
 

 
 

と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

 
 

 
 

２ 
研
究
生
を
志
願
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
大
学
院
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
。 

 
 

 
 

３ 

研
究
期
間
は
原
則
と
し
て
一
年
と
す
る
。
更
に
引
き
続
き
在
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
願
い
出
て
許
可 

 
 

 
 

 
 

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。          

 

第
三
十
九
条 

本
学
大
学
院
に
お
い
て
授
業
科
目
の
履
修
を
願
い
出
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
研
究
科
の
教
育
研 

 
 

 
 

 
 

究
に
支
障
が
な
い
限
り
に
お
い
て
選
考
の
上
、
科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

 
 

 
 

２ 

科
目
等
履
修
生
で
履
修
科
目
の
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 

四
十 

条 

（
削 

除
） 

第
四
十
一
条 

研
究
生
、
科
目
等
履
修
生
、
外
国
人
留
学
生
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。 

（
そ
の
他
） 

第
四
十
二
条 

 

こ
の
学
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
大
学
院
学
生
に
関
し
て
は
多
摩
美
術
大
学
学
則
及
び
学
部
学
生
に
関

す
る
諸
規
程
を
準
用
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  



附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
附 

 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                                                                           
 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
附 

 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
附 

 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
附 

 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

附 
 

則 

１ 

従
前
の
多
摩
美
術
大
学
大
学
院
規
則
は
多
摩
美
術
大
学
大
学
院
学
則
に
変
更
す
る
。 

２ 

こ
の
学
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

附 
 

則 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
学
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 
 

 
 

 
 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
附 

 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 
 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
附 

 

則 

こ
の
学
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

附 
 

則 
 

こ
の
学
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



（

専
攻
専
門
科
目
）

彫
刻
専
攻

（

専
攻
専
門
科
目
）

絵
画
専
攻 区

　
　
　
分

彫
刻
制
作
研
究
Ⅱ

彫
刻
制
作
研
究
Ⅰ

研
究
指
導
（

版
画
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

版
画
）

Ⅰ

絵
画
制
作
研
究
（

版
画
）

Ⅱ

絵
画
制
作
研
究
（

版
画
）

Ⅰ

研
究
指
導
（

油
画
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

油
画
）

Ⅰ

絵
画
制
作
研
究
（

油
画
）

Ⅱ

絵
画
制
作
研
究
（

油
画
）

Ⅰ

研
究
指
導
（

日
本
画
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

日
本
画
）

Ⅰ

絵
画
制
作
研
究
（

日
本
画
）

Ⅱ

絵
画
制
作
研
究
（

日
本
画
）

Ⅰ

授
　
業
　
科
　
目

6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6
単
位
数

備
　
　
考

　
　
　
博
士
前
期
課
程
（

修
士
課
程
）
、

博
士
後
期
課
程

　
　
　
大
学
院
美
術
研
究
科

別
表
Ⅰ
　
授
業
科
目



（

専
攻
専
門
科
目
）

デ
ザ
イ
ン
専
攻

（

専
攻
専
門
科
目
）

工
芸
専
攻

（

専
攻
専
門
科
目
）

彫
刻
専
攻 区

　
　
　
分

研
究
指
導
（

テ
キ
ス
タ
イ
ル
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

テ
キ
ス
タ
イ
ル
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

テ
キ
ス
タ
イ
ル
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

研
究
指
導
（

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

研
究
指
導
（

グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

研
究
指
導
（

陶
・
ガ
ラ
ス
・
金
属
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

陶
・
ガ
ラ
ス
・
金
属
）

Ⅰ

工
芸
制
作
研
究
（

陶
・
ガ
ラ
ス
・
金
属
）

Ⅱ

工
芸
制
作
研
究
（

陶
・
ガ
ラ
ス
・
金
属
）

Ⅰ

研
究
指
導
（

彫
刻
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

彫
刻
）

Ⅰ

授
　
業
　
科
　
目

3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3
単
位
数

備
　
　
考



（

専
攻
専
門
科
目
）

芸
術
学
専
攻

（

専
攻
専
門
科
目
）

デ
ザ
イ
ン
専
攻

区
　
　
　
分

美
術
史
Ⅴ

美
術
史
Ⅳ

美
術
史
Ⅲ

美
術
史
Ⅱ

美
術
史
Ⅰ

研
究
指
導
（

統
合
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

統
合
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

統
合
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

統
合
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

研
究
指
導
（

情
報
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

情
報
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

情
報
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

情
報
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

研
究
指
導
（

環
境
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

環
境
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

環
境
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

デ
ザ
イ
ン
研
究
（

環
境
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

研
究
指
導
（

テ
キ
ス
タ
イ
ル
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

授
　
業
　
科
　
目

2 2 2 2 2 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3
単
位
数

備
　
　
考



（

専
攻
専
門
科
目
）

演
劇
舞
踊
専
攻

（

専
攻
専
門
科
目
）

芸
術
学
専
攻

区
　
　
　
分

研
究
指
導
（

劇
場
美
術
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

劇
場
美
術
デ
ザ
イ
ン
）

Ⅰ

劇
場
美
術
デ
ザ
イ
ン
研
究
Ⅱ

劇
場
美
術
デ
ザ
イ
ン
研
究
Ⅰ

研
究
指
導
（

演
劇
舞
踊
）

Ⅱ

研
究
指
導
（

演
劇
舞
踊
）

Ⅰ

演
劇
舞
踊
研
究
Ⅱ

演
劇
舞
踊
研
究
Ⅰ

修
了
研
究
Ⅱ

修
了
研
究
Ⅰ

芸
術
学
Ⅷ

芸
術
学
Ⅶ

芸
術
学
Ⅵ

芸
術
学
Ⅴ

芸
術
学
Ⅳ

芸
術
学
Ⅲ

芸
術
学
Ⅱ

芸
術
学
Ⅰ

授
　
業
　
科
　
目

3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
単
位
数

備
　
　
考



共
通
選
択
科
目

区
　
　
　
分

環
境
デ
ザ
イ
ン
特
論
Ⅱ

環
境
デ
ザ
イ
ン
特
論
Ⅰ

テ
キ
ス
タ
イ
ル
デ
ザ
イ
ン
特
論

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
特
論

視
覚
デ
ザ
イ
ン
特
論
Ⅱ

視
覚
デ
ザ
イ
ン
特
論
Ⅰ

現
代
美
術
特
論

芸
術
学
特
殊
研
究
Ⅴ

芸
術
学
特
殊
研
究
Ⅳ

芸
術
学
特
殊
研
究
Ⅲ

芸
術
学
特
殊
研
究
Ⅱ

芸
術
学
特
殊
研
究
Ⅰ

文
化
人
類
学
特
殊
研
究

文
学
特
殊
研
究

美
学
特
殊
研
究

哲
学
特
殊
研
究

芸
術
心
理
学
特
殊
研
究

染
織
文
化
特
殊
研
究

授
　
業
　
科
　
目

2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
単
位
数

備
　
　
考



共
通
選
択
科
目

区
　
　
　
分

ア
ー

ト
＆
デ
ザ
イ
ン
Ⅱ

ア
ー

ト
＆
デ
ザ
イ
ン
Ⅰ

芸
術
学
特
論

劇
場
美
術
デ
ザ
イ
ン
特
論

演
劇
舞
踊
特
論

統
合
デ
ザ
イ
ン
特
論
Ⅱ

統
合
デ
ザ
イ
ン
特
論
Ⅰ

メ
デ
ィ

ア
芸
術
特
論

情
報
デ
ザ
イ
ン
特
論

授
　
業
　
科
　
目

2 2 2 2 2 2 2 2 2
単
位
数

備
　
　
考

　
芸
術
学
専
攻
は
共
通
選
択
科
目
か
ら
八
単
位
選
択
必
修
す
る
。

・
絵
画
専
攻
、

彫
刻
専
攻
、

工
芸
専
攻
、

デ
ザ
イ
ン
専
攻
、

演
劇
舞
踊
専
攻
は
共
通
選
択
科
目
か
ら
一
二
単
位
選
択
必
修
す
る
。

　
こ
と
。

さ
ら
に
修
士
論
文
又
は
修
士
作
品
を
提
出
し
審
査
に
合
格
す
る
こ
と
。

・
修
了
の
た
め
に
は
専
攻
に
つ
い
て
の
一
領
域
を
選
択
の
う
え
、

必
修
及
び
選
択
必
修
を
含
め
て
三
〇
単
位
以
上
修
得
す
る

修
了
の
要
件



美
術
専
攻 区

　
　
　
分

総
合
研
究
指
導

美
術
創
作
研
究
Ⅱ

美
術
創
作
研
究
Ⅰ

美
術
理
論
研
究
Ⅱ

美
術
理
論
研
究
Ⅰ

授
　
業
　
科
　
目

6 4 4 4 4
単
位
数

備
　
　
考

博
士
後
期
課
程

・
さ
ら
に
博
士
論
文
を
提
出
し
審
査
に
合
格
す
る
こ
と
。

　
一
八
単
位
以
上
修
得
す
る
こ
と
。

・
修
了
の
た
め
に
は
、

総
合
研
究
指
導
六
単
位
及
び
美
術
創
作
研
究
・
美
術
理
論
研
究
一
二
単
位
、

合
わ
せ
て

修
了
の
要
件



維
　
持
　
費

実
　
習
　
費

施
　
設
　
費

授
　
業
　
料

入
　
学
　
金

検
　
定
　
料

区
　
　
　
分

五
〇
、

〇
〇
〇
円

三
二
、

〇
〇
〇
円

二
四
〇
、

〇
〇
〇
円

一
、

一
八
七
、

〇
〇
〇
円

二
〇
〇
、

〇
〇
〇
円

三
五
、

〇
〇
〇
円

金
　
　
額

　
　
　
博
士
前
期
課
程
（

修
士
課
程
）
、

博
士
後
期
課
程

　
　
　
大
学
院
美
術
研
究
科

別
表
Ⅱ
　
検
定
料
、

入
学
金
、

授
業
料
等
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